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平成16年12月14日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1632号

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
二
号

告
　
示

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
九
八
一
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
再
開
（
九
八
二
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
九
八
三
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
２

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
九
八
四
・
鷹
巣
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

◯
保
安
林
の
指
定
解
除
の
予
定
（
九
八
五
・
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
九
八
六
、
九
八
七
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
九
八
八
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
河
川
区
域
の
変
更
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
（
九
八
九
・
河
川
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
の
変
更
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
　
　
称

池
田
医
院

う
え
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

木
村
医
院

さ
と
う
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
曲
市
中
通
町
四
番
二
十
号

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
北
中
家
下
八
十
一
番
地
一

由
利
郡
象
潟
町
字
狐
森
百
一

仙
北
郡
角
館
町
田
町
下
丁
十
一
―
一

診
　
療
　
科
　
名

循
環
器
科
、
内
科
、
小
児

科消
化
器
科
、
内
科
、
外
科
、

肛
門
科

内
科
、
循
環
器
科

歯
科
、
矯
正
歯
科
、
小
児

歯
科
、
歯
科
口
腔
外
科

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
十
月
一
日

平
成
十
六
年
十
月
一
日

平
成
十
六
年
十
月
十
二
日

平
成
十
六
年
十
一
月
十
五
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

池
　
田
　
芳
　
信

医
療
法
人
　
高
島
会
　
理

事
長

木
　
村
　
　
　
裕

佐
　
藤
　
洋
　
司
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秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
再
開
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

高
橋
歯
科
医
院

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

高
　
橋
　
玉
　
依

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
郡
神
岡
町
神
宮
寺
字
本
郷
野
百
二
十
五
―
九

再
　
開
　
年
　
月
　
日

平
成
十
六
年
十
一
月
十
五
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

池
田
医
院

う
え
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

木
村
医
院

進
藤
内
科
医
院

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

池
　
田
　
芳
太
郎

上
　
田
　
　
　
忠

木
　
村
　
　
　
裕

進
　
藤
　
成
　
保

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
曲
市
中
通
町
四
―
二
十

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
北
中
家
下
八
十
一
―
一

由
利
郡
象
潟
町
字
狐
森
百
一
番
地

本
荘
市
谷
山
小
路
十
八
番
地
の
一

廃
　
止
　
年
　
月
　
日

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
十
六
年
十
月
十
一
日

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

名
　
　
　
称

ホ
テ
ヤ
薬
局
上
小

阿
仁
店

所
　
　
　
在
　
　
　
地

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田
字
向

川
原
二
百
十
三
―
一

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

名
　
　
　
称

ホ
テ
ヤ
薬
局
上
小

阿
仁
店

所
　
　
　
在
　
　
　
地

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田
字
向

川
原
二
百
十
三
―
一

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日



平成16年12月14日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1632号

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
五
日
　
午
前
九
時

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

（
関
係
図
面
は
、
省
略
し
、
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
横
手
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

郡

市

横

手

市

町

村

西

目

町

（
大
字
）

睦

成

字
城

付

地

番

一
の
四

台

帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

四
、
八
五
〇
、
一

三
一

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

四
八
五
・
〇
一
三

一

保

安

林

面

積

見

込

み

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

三
四
・
七
三
一
一

保

安

林

解

除

面

積

見

込

み

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

〇
・
六
七
〇
七

指
定
の
目
的

干
害
の
防
備

兼
公
衆
の
保

健

解
除
の
理
由

農
道
用
地
と
す
る
た

め

森
　
　
林
　
　
の
　
　
所
　
　
在
　
　
場
　
　
所

全
　
　
　
　
面
　
　
　
　
積

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
八
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
郡
鳥
海
町
上
川
内
字
平
根
八
番
一
か
ら
字
提

鍋
二
五
〇
番
二
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

揚
の
下
岩
脇
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
七
日
市
字
上
屋
敷
四
三
番
地
先

か
ら
大
堰
下
タ
四
七
番
ま
で
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
九
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
河
川
の
名
称
　
一
級
河
川
　
太
平
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
十
二
月
六
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
、
種
類
及
び
面
積

関
係
図
面
は
、
建
設
交
通
部
河
川
課
及
び
秋
田
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

四
　
そ
の
他

河
川
法
施
行
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
河
川
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
四
十
四
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
廃
川
敷
地
等
の
下
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら

三
月
以
内
に
知
事
に
下
付
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

４

公
　
　
　
　
　
　
告

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

秋
田
八
郎
潟
線

秋
田
八
郎
潟
線

秋
田
八
郎
潟
線

秋
田
八
郎
潟
線

旧
新
別

旧新旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

四
・
〇
〇
〜
　
二
二
・
〇
〇

二
二
・
〇
〇
〜
二
四
六
・
〇
〇

四
・
〇
〇
〜
　
二
二
・
〇
〇

二
二
・
〇
〇
〜
二
四
六
・
〇
〇

四
・
〇
〇
〜
　
二
二
・
〇
〇

二
二
・
〇
〇
〜
二
四
六
・
〇
〇

二
二
・
〇
〇
〜
二
四
六
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

二
・
〇
七
四

二
・
一
三
五

一
・
七
〇
二

二
・
一
三
五

一
・
七
〇
二

二
・
一
三
五

二
・
一
三
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
川
崎
字
嘉
美
一
二
〇
番
四
地
先
か
ら
一
日
市
二
五
三

番
ま
で

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
川
崎
字
嘉
美
一
二
〇
番
四
地
先
か
ら
夜
叉
袋
下
昼
寝

二
四
八
番
一
地
先
ま
で

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
川
崎
字
嘉
美
五
〇
番
一
地
先
か
ら
字
昼
寝
二
二
五
番

一
地
先
ま
で

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
川
崎
字
嘉
美
一
二
〇
番
四
地
先
か
ら
夜
叉
袋
下
昼
寝

二
四
八
番
一
地
先
ま
で

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
川
崎
字
嘉
美
五
〇
番
一
地
先
か
ら
字
昼
寝
二
二
五
番

一
地
先
ま
で

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
川
崎
字
嘉
美
一
二
〇
番
四
地
先
か
ら
夜
叉
袋
下
昼
寝

二
四
八
番
一
地
先
ま
で

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
川
崎
字
嘉
美
一
二
〇
番
四
地
先
か
ら
夜
叉
袋
下
昼
寝
二
四

八
番
一
地
先
ま
で

ＡＢＡＢＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

位
　
　
　
　
　
　
　
　
置

秋
田
市
太
平
八
田
地
内

面
　
　
　
　
　
積

三
、
〇
五
三
・
一
六
平
方

メ
ー
ト
ル

種

類

土

地

位
　
　
　
　
　
　
　
　
置

秋
田
市
太
平
八
田
地
内

面
　
　
　
　
　
積

三
、
〇
五
三
・
一
六
平
方

メ
ー
ト
ル

種

類

土

地
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の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
西
目
土
地
改
良
区

（一）

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
郡
西
目
町
西
目
字
前
ヶ
沢
三
百
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
浦
　
昭
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
出
戸
字
中
高
屋
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
川
　
一
　
男

〃
　
　
〃
　
　
西
目
字
井
岡
二
百
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
作
　
圓

〃
　
　
〃
　
　
沼
田
字
新
道
下
二
百
五
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
藤
　
勝
　
栄

〃
　
　
〃
　
　
西
目
字
大
西
目
四
百
三
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
浦
　
良
　
一

〃
　
　
〃
　
　
沼
田
字
敷
森
二
十
六
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
須
　
田
　
誠
　
一

〃
　
　
〃
　
　
出
戸
字
堀
切
八
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
澄
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
西
目
字
上
中
沢
三
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
　
田
　
　
　
香

（二）

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
郡
西
目
町
西
目
字
前
ヶ
沢
三
百
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
浦
　
昭
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
出
戸
字
中
高
屋
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
川
　
一
　
男

〃
　
　
〃
　
　
西
目
字
井
岡
二
百
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
作
　
圓

〃
　
　
〃
　
　
沼
田
字
新
道
下
二
百
五
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
藤
　
勝
　
栄

〃
　
　
〃
　
　
西
目
字
大
西
目
四
百
三
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
浦
　
良
　
一

〃
　
　
〃
　
　
沼
田
字
敷
森
二
十
六
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
須
　
田
　
誠
　
一

〃
　
　
〃
　
　
出
戸
字
堀
切
八
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
澄
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
西
目
字
上
中
沢
三
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
　
田
　
　
　
香

（三）

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
郡
西
目
町
西
目
字
大
森
三
百
八
十
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
栄
　
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
井
岡
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
　
橋
　
征
　
次

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
潟
保
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
孝
　
雄

（四）

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
郡
西
目
町
西
目
字
大
森
三
百
八
十
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
栄
　
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
井
岡
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
　
橋
　
征
　
次

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
潟
保
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
孝
　
雄

二
　
由
利
郡
鳥
海
町
笹
子
土
地
改
良
区

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
郡
鳥
海
町
上
笹
子
字
模
渕
百
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
沼
　
　
　
眞

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
城

川
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
変
更
前
の
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
飯
島
字
田
尻
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
　
坂
　
眞
　
人

二
　
変
更
後
の
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
飯
島
飯
田
一
丁
目
七
番
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
　
坂
　
眞
　
人

５
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